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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱庫内に載置した被加熱物をガスで加熱するため室内に配置される加熱調理器であっ
て、
　少なくとも１枚の低放射ガラスを含んで構成される前面扉と、
　周囲が断熱材で覆われた加熱庫と、
　ガスの燃焼により生じた燃焼排気を外部に排出するための燃焼ファン及び排気管を含む
排気手段と、
　前記加熱庫に空気を流入させるため、前記側面扉側の上部及び下部に少なくとも１つず
つ設けた吸気口と、
　前記加熱庫の側面扉側及び前面天井部に形成される、前記加熱庫と加熱調理器筐体との
間の隙間であって、前記排気管が存在しない該隙間に前記吸気口から空気が流入される空
間部と、
　前記排気管の端部に接続された二重管構造の排気口であって、該二重管構造の内側管と
前記排気管が連結し、該二重管構造の外側管と前記空間部が連結する該排気口とを備え、
　下部の前記吸気口から吸引される空気は、前記側面扉側の空間部に滞留する熱気を上方
に移動させ、上部の前記吸気口から吸引される空気は、前記上方に移動された前記側面扉
側の前記空間部の熱気とともに、前記前面天井部の前記空間部に滞留する熱気を前記排気
口へと移動させるための気流を生じさせ、
　前記燃焼ファンにより前記内側管から排出される前記燃焼排気の流れが、前記排気口へ
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と移動した前記空間部に滞留する熱気を前記外側管を通じて前記排気口から排出させるこ
とを特徴とする加熱調理器。
【請求項２】
　前記外側管から前記空間部に滞留する熱気が排出され易くするため、前記排気口におけ
る前記外側管の長さが前記内側管よりも長いことを特徴とする、請求項１に記載の加熱調
理器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品の加熱調理を行う加熱調理器に関し、特に蒸気又は熱風を用いて調理器
庫内で熱を循環させることで被加熱物を加熱させる調理器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蒸気又は熱風を用いて食品などを加熱する加熱調理器は、熱源として例えばガスバーナ
ーを使用する。ホテルやレストランといった業務用の厨房の場合、大人数の供給にも対応
可能にするため大型の加熱調理器が設置されることが多いが、加熱調理器が大型になるに
つれガス消費量も多くなり、加熱時に加熱調理器から発散される熱気によって厨房内の温
度が上昇してしまうことがある。その結果、厨房全体が暑くなり、作業環境の著しい悪化
を招いていた。そこで、厨房を強冷房して室内温度を下げて対応しており、空調調整の手
間や空調費のコスト高を生じさせていた。
【０００３】
　また、加熱調理器の庫内が高温になるだけでなく、加熱調理器の表面にもかなりの熱が
伝搬しているので、この加熱調理器を操作する調理人が火傷などの事故を起したり、調理
器が焦げ付くことによって清掃やメンテナンス等が必要にもなっていた。
【０００４】
　従来、ガスオーブン装置から発散される熱気を周囲に発散させず、厨房内の温度上昇を
防止するための発明として、例えば、特許文献１がある。特許文献１に記載のオーブン装
置は、厨房内の温度上昇を防止して涼しい厨房を実現するために、オーブン本体の前面側
に熱排気機構を設けてオーブン本体の前面から発散される熱気を外部に排出させている（
特許文献１の段落［0009］）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２３８３３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　引用文献１のオーブン装置は本体に配設した熱排気機構によって熱排気するが、この排
気は、燃焼された熱風が下段から上段へと自然に上昇するのを待って行われており、強制
排気装置を用いてはいない。そのため、扉の下段から上段へと蒸気又は熱風が自然に上昇
するまでの時間にオーブン本体内は熱気が籠もった状態になり、この籠もった熱気により
オーブンの前面扉が相当に高熱になることは避けられない。ひとたびオーブンが高熱にな
ってしまえば、熱風を自然排気するだけでは所定の温度以下にして維持するのは困難であ
るというのが実情である。
【０００７】
　また、引用文献１の熱排気機構の場合、オーブン本体の前面扉部分についての熱排気が
行われるとしても、前面扉部分以外の例えばオーブンの側面などに伝搬した熱の排出は対
象外であるため、調理人が高温状態になったオーブンの側面に接触すれば、火傷などの危
険性は相変わらず解消されていはいない。
【０００８】
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　そこで、本発明は上述した問題点に鑑み為されたものであり、オーブンなどの加熱調理
機器の内部は被加熱物を加熱させるための温度を保持しつつ、加熱調理機器の外部、特に
ホットエアー（熱風）機能による調理時の側面扉側や前面天井部から発散される熱気をす
ばやく排出させることで、厨房内に熱を伝搬させない熱調理機器を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明の加熱調理器は、複数の強化ガラスに少なくとも１枚
の低放射ガラスを追加して少なくとも三重構成のガラス部材から構成される前面扉を有し
、加熱庫の側面扉側及び前面天井部に加熱庫と加熱調理器筐体との間に空間部を設け、ガ
スの燃焼により生じた燃焼排気を外部に排気するための排気管端部の排気口と空間部を連
結させている。
【００１０】
　具体的には、本願発明の加熱調理器は、複数の強化ガラスに少なくとも１枚の低放射ガ
ラスを追加して少なくとも三重構成のガラス部材から構成される前面扉と、周囲が断熱材
で覆われた加熱庫と、ガスの燃焼により生じた燃焼排気を外部に排気するための燃焼ファ
ン及び排気管を含む排気手段と、側面扉側に設けた吸気口と、加熱庫の側面扉側及び前面
天井部に形成される、加熱庫と加熱調理器筐体との間の隙間であって、排気管が存在しな
い該隙間に前記吸気口から空気が流入される空間部と、排気管の端部に接続された二重管
構造の排気口であって、該二重管構造の内側管と排気管が連結し、該二重管構造の外側管
と空間部が連結する該排気口とを備え、燃焼ファンにより内側管から排出される燃焼排気
の流れが、吸気口から吸引される空気の移動を促し、空間部に滞留する熱気が外側管を通
じて排気口から排出されることを特徴とする。
【００１１】
　特に、外側管から前記空間部に滞留する熱気が排出され易くするため、排気口における
外側管の長さが内側管よりも長いことを特徴とする。
【００１２】
　さらに、側面扉側の上部及び下部に吸気口が少なくとも１つずつ設けられ、下部の吸気
口から吸引される空気は、側面扉側の空間部に滞留する熱気を上方に移動させ、上部の吸
気口から吸引される空気は、前記上方に移動された側面扉側の空間部の熱気とともに、前
面天井部の空間部に滞留する熱気を前記排気口へと移動させるための気流を生じさせるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の熱調理機器における前面扉の構造は、強化ガラスの他に少なくとも１枚の低放
射ガラスを含むため、低放射ガラスの表面に付着された低輻射特性を発現するコーティン
グ処理のおかげで庫内の熱輻射が抑えられる。その結果、熱調理機器の熱が庫内に留まり
、扉面外部から熱が放出されることを防止することができる。
【００１４】
　また、加熱庫の側面扉側及び前面天井部に形成される加熱庫と加熱調理器筐体との間の
空間部が側面扉側及び前面天井部を空冷することから厨房温度を上昇させず、吸気口から
の空気の移動によって側面扉側及び前面天井部に滞留する熱気が滞留することがなくなる
ことからも、側面扉側や前面天井部が高温になることを回避することができる。
【００１５】
　さらに、本発明による排気口は内側管及び外側管を有する二重管構造であり、内側管を
通じて燃焼排気を強制送風するための気流の勢いが、側面扉側及び前面天井部に滞留する
熱気の通り路である外側管からの排出を促すこととなり、これにより、側面扉側及び前面
天井部に滞留する熱気を強制送風するための機構を不要にできる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】本発明の一実施形態であるスチームコンベンションオーブンの三面図である。
【図２】前面に取付けられた開閉扉を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態であるスチームコンベンションオーブンの立体斜視図である
。
【図４】庫内の排気を説明するための図である。
【図５】内側管及び外側管の二重構造による排気口を示す図である。
【図６】二重構造の排気口における気流の流れを模式的にあらわした図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。本発明
の一実施形態を示す加熱調理機器として、スチームコンベンションオーブンを例にする。
　図１はスチームコンベンションオーブン１の上面図、正面図、側面図である。スチーム
コンベンションオーブン１の主な構成部は、オーブン本体１０、熱源であるガスバーナー
１１、制御部１２、開閉扉１３、棚板１４、排気管及び排気口を含む熱排気機構などであ
る。もちろん、他の機構も多くあり、更には所定の温度を超えないように制御するための
安全装置なども設置されているが、本発明は開閉扉１３及び熱排気機構と密接に関係する
発明であるため、これらについて詳細に説明し、その他の構成部についての構成及び機能
は省略することとする。
【００１８】
　スチームコンベンションオーブン１は、その名のとおり、水を沸騰させた水蒸気により
食材を間接的に加熱する調理方法のスチーム調理を行う機能がある。この調理法は栄養分
の流出が少なく、食材の色や形、風味を保つことができ、野菜・魚介・肉・卵料理など幅
広いメニューに対応できる。スチーム調理のために調整される温度は約１００℃である。
【００１９】
　また、スチームコンベンションオーブン１は、スチーム調理の他に、ホットエアー（熱
風）調理の機能も備える。ホットエアー調理は、熱風を庫内で強制的に対流させることで
食材を一定の温度でまんべんなく焼き上げるいわゆるオーブン機能の一種である。ホット
エアー調理のために庫内は約３０～３００℃になるよう温度調整される。
【００２０】
　したがって、スチームコンベンションオーブン１が使用されると、庫内が非常に高温状
態になる。
【００２１】
　庫内は、複数の棚板が上下方向に積み重ねられており、被調理物を各棚板１４上に載置
して加熱加工する。加熱時の庫内での被調理物の焼き具合、加工程度等を観察、確認でき
るようにするため、オーブン本体１０の前面に取付けられた開閉扉１３は透明なガラス部
材で覆われている。被調理物の焼き具合などを視認する目的として透明な強化ガラス板が
用いられているが、本願発明の目的はスチームコンベンションオーブン１からの熱を厨房
に放射されることをできるだけ防ぐことであるため、低放射ガラスも併せて用いている。
【００２２】
　低放射ガラスは、近年、住宅やビルの窓ガラスにおいて用いられてきており、ガラス表
面に特殊な金属膜（例えば、輻射が低い性質をもつ銀を中心とした金属膜）をコーティン
グしたガラス材である。熱放射を遮断する金属膜のおかげで、住宅で問題となる窓ガラス
の結露・湿気対策となる。本実施の形態のスチームコンベンションオーブン１は、このよ
うな輻射熱の流出を防ぐ特性がある低放射ガラスを２枚の強化ガラスの間に配置している
。低放射ガラスの金属膜により、庫内の熱が内部に輻射され、従って外部熱として放出さ
れにくくする。
【００２３】
　このとき、３枚のガラスが一体構造で１枚のガラス板とした扉として接着されている必
要はなく、例えば、図２に示すように、庫内に１枚の強化ガラス扉が開閉し、１枚の低放
射ガラスと１枚の強化ガラスが開閉扉に固着され、開閉扉を閉じた状態はこれら３枚のガ
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ラスが重なった構造を形成することで熱放射を遮断してもよい。３枚のガラスを一体構造
にしないことで、庫内清掃などのメンテナンスを容易にしたり、或いは、開閉扉に調理器
具などが接触してガラス破損が生じたりした際に破損ガラスのみを交換して修理費用を抑
えたりすることができる。また、低放射ガラスの周辺をパッキンで覆うことにより、強化
ガラスと低放射ガラスとの間に密閉した空気層が形成され断熱効果を図る。
　なお、低輻射特性のある低放射ガラス金属膜は、低放射ガラスと強化ガラスとの間の空
気層における庫内側に接する面にコーティングされる。
【００２４】
　近年、日本ガス機器検査協会の認定基準である作業環境向上ガス機器検査規定（大阪ガ
ス株式会社が提示する涼しい厨房機器（涼厨（Ｒ））において、コンベクションオーブン
の調整温度が２５０度のときの機器の表面温度に関して、
（１）　機器前面の表面温度が６５℃以下、
（２）　排気通路またはその覆いが８５℃以下、
（３）　（１）及び（２）を除く機器の表面温度が７５℃以下、
（ただし、基準周囲温度２５℃の状態）
であることが要求されている。
【００２５】
　したがって、本実施の形態のスチームコンベンションオーブン１の開閉扉１３は上記基
準の（１）によれば６５℃以下である必要がある。上述した本実施の形態のスチームコン
ベンションオーブン１に採用した三重ガラス構造の開閉扉について加熱加工時の温度を測
定したところ、上記基準を満たすことを確認できた。一方、強化ガラスのみの三重ガラス
構造の場合には、基準値を満たすことができないことが確認されている。熱の伝わり方は
熱伝導、熱対流、輻射の三種類あるが、７０％は輻射によって熱伝達されると言われてお
り、本実施の形態で用いた低放射ガラスによる熱輻射の低減の効果が認識されるべきであ
る。
【００２６】
　なお、本実施の形態は、安全性及び耐久性を考慮して、強化ガラス・低放射ガラス・強
化ガラスといった中間に低放射ガラスが配置される重ね構造にしたが、必ずしもこの順序
にする必要はない。例えば低放射ガラス・強化ガラス・強化ガラスといった重ね構造であ
っても効果は同じであることも確認しており、目的や用途に応じて適宜変更すればよい。
　さらに、必ずしも三重構造に限定する必要はなく、更なる低放射ガラス若しくは強化ガ
ラスの追加を排除するものではない。
【００２７】
　次に、スチームコンベンションオーブン１の熱排気機構について説明する。
　庫内を２５０℃程度以上の高温に加熱しこれを効率的に維持するには、低放射ガラスを
用いて断熱した開閉扉１３のみならず、開閉扉以外の箇所にもオーブン本体に密接して断
熱材を覆うことで庫内の熱を逃がさないようにすればよい。しかし、断熱材だけでは、温
められた熱は庫内の下方から上方へ移動するので前面天井部（図３のＸ部分）や、オーブ
ンの熱が側面の方向に向かうので側面扉側（図３のＹ部分）では特に熱が籠もりやすくな
ってしまう。つまり、前面天井部や側面扉側は断熱材の影響で滞留する熱により、当該箇
所の表面温度が高温になる。
【００２８】
　一方、上述した涼しい厨房機器の基準（２）及び（３）によると、排気通路は８５℃以
下、それ以外の部分は７５℃以下の状態であることが要求されている。したがって、前面
天井部（図３のＸ部分）及び側面扉側（図３のＹ部分）の高温対策を施す必要がある。ま
た、断熱材の量を多くするほど、スチームコンベンションオーブン１の全体サイズが大き
くなってしまう。スチームコンベンションオーブン１のパネル表面温度を下げるには断熱
材の量を多くするのが簡単な解決手段であるが、滞留熱や機器の大型化という別の要因を
生み出してしまう。
【００２９】
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　このため、本実施の形態のスチームコンベンションオーブン１は、従来のサイズを維持
しながら涼しい厨房機器の実現を図る工夫を施している。具体的には、図３の通り局所的
に高熱となる前面天井部（Ｘ部分）や側面扉側（Ｙ部分）の断熱材を残したまま隙間を作
り、空気が通る空間が形成されるようにした（図４の２０）。なお、前面天井部（Ｘ部分
）や側面扉側（Ｙ部分）の断熱材を除去するようにしてもよい。
　図４は、スチームコンベンションオーブン１内部の前面天井部や側面扉側における空気
の流れを示している。オーブン本体の外壁と、スチームコンベンションオーブン１のパネ
ルとの間の隙間によって空気の通り路である空間部２０ができているため、側面扉側の下
方にある吸気口３１から吸い込まれた空気が空間部２０に侵入すると上昇して上へ移動し
て行き、そして側面扉側の上方にある吸気口３２から吸い込まれる空気の影響を受けて更
に煙突形状の排気口３５の方向に移動する。この空気の移動によって、局所的に高熱とな
りやすい前面天井部及び側面扉側が空冷されるものである。
【００３０】
　ところで、本実施の形態のスチームコンベンションオーブン１に限らず、熱源としてガ
スバーナーを使用するオーブンの場合、燃焼に必要な酸素（空気）をオーブン内に供給し
、燃焼によって発生した二酸化炭素や一酸化炭素はオーブン内の排気管４０を通じて外部
に排気させる排気機構を備えている。そこで、この排気管４０を利用して前面天井部や側
面扉側に滞留している熱の廃熱を行うことも考えられる。
【００３１】
　しかしながら、排気管４０は燃焼された気体を通過させるので５００℃以上の高温にな
ることがあり、当該排気管に対して前面天井部等に滞留している熱を導くための弁を設け
ようとしても高温のために設置が困難である。また、仮に排気管に弁を設置できたとして
も、燃焼排気は常時行われるとも限らず、排気中でないときは前面天井部や側面扉側に熱
が籠もってしまうことは避けられない。そこで、前面天井部や側面扉側に籠もってしまっ
た熱の対策として、燃焼排気とは別個に、スチームコンベンションオーブン１の側面パネ
ルに孔をあけたり、更には滞留熱用ファンも利用して熱をスチームコンベンションオーブ
ン外に出すようにすることもある。
【００３２】
　一方で、上述したような滞留熱用ファンの追加は、故障などの不具合を考慮すると、信
頼に関わるので避けたく、オーブンサイズが大きくなり易くなってしまうこと、及び、上
述した涼しい厨房機器の基準においても滞留熱用ファンを追加して設置する上で様々な制
約があるので適用が困難である。
【００３３】
　そこで、本実施の形態のスチームコンベンションオーブン１は、燃焼排気のための排気
管４０の排気口３５を一般的な一重管構造から二重管構造に変更することで、燃焼排気及
び滞留排熱の両方に対処している。二重管構造の排気口３５を図５に示す。上述したよう
に前面天井部及び側面扉側の熱対策のために空気の通る空間部２０を設けて排気口３５へ
と連結させているが、この排気口３５の形状が図５に示すような二重管構造になっている
のである。排気口３５は、厨房外に通じているダクト等と連結されることもある。
【００３４】
　図６は、特に二重構造の排気口３５における排気及び熱気の流れを模式的にあらわした
様子を示している。図示するとおり、燃焼時の排気は、気流の移動を容易に行うために燃
焼ファンによって、二重管構造の内側管３６を通じて排気口３５に向かって強制的な送風
が行われる。一方、空間部２０である前面天井部や側面扉側において籠もった滞留熱の排
気（排熱）は、内側管３６の強制送風を利用しつつ、内側管３６の気流路とは別の気流路
である外側管３７から熱気排出として庫外に出る。図５に示すとおり、外側管壁の付け根
の一部にある切り欠き部３８が空間部２０と連結している構成である。
【００３５】
　つまり、二重管構造の外側管３７を通じて滞留した熱気の排出を行う具体的な仕組みは
、（１）内側管３６における強制送風の勢いを受けて外側管３７も同じ気流の流れに乗り
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やすい状態であること、及び、（２）スチームコンベンションオーブン内の温度と、排気
口３５に連結する厨房外部の温度との間の大きな温度差を利用して温められた空気が上昇
に移動するという気流が生じていること、に基づいている。
【００３６】
　さらに、図５及び図６に示すように、排気口３５の詳細形状は、切り欠き部３８が内側
管３６よりも低いことが好ましく、また、内側管３６の長さ（即ち、管高さ）よりも、外
側管３７の方が長いことが好ましい。本実施形態の排気口３５の場合、内側、管３６がお
よそ４０ｍｍであるのに対し、外側管３７はおよそ１００ｍｍである。外側管３７におい
て上昇しようとする空気が内側管壁を伝わってきたとき、内側管先端で内側管からの強制
排気と合流し、外側管３７の方が長いことでまさしく煙突を使用した効果が生まれて、外
側管３７からの熱気が一気に吸い出されていくようになっている
　また、先端部を斜めに切り出して上部に物が置けないようにし、内側管が塞がれたとき
のＣＯ中毒を防止している。さらにまた、二重管構造の排気口３５が高温になる場合は、
さらにカバーを設けて三重管構造にしてもよい。
【００３７】
　このように、内側管３６での強制送風による燃焼排気の間は勿論のこと、強制送風され
ていない間であっても、図示したように外側管３７を通じて滞留熱は内側管壁を伝わりな
がら排気口３５から外部へ排出される。このため、前面天井部や側面扉側の滞留熱を強制
的に排出するためのファンを別途設ける必要もないのでスチームコンベンションオーブン
１のサイズを維持でき、しかも回転ファンの故障などを心配する必要がない。また、５０
０℃程度にまで高温状態になる内側管３６と直接接触して内側管３６へ介入するための弁
も不要である。
【００３８】
　なお、内側管３６から放出させる燃焼排気のスチームコンベンションオーブン１内の配
管４０の配置は、例えば図４に示すように、燃焼ブロア３９から上方に向かっている途中
で一旦下方に管の方向を戻し、再び上方へと向けて最終的に排出口と連結させ、配管４０
はジャバラ形状をしている。このような配置及び配管形状は、ガスバーナーで燃焼した熱
エネルギーをできるだけ多くとらえて、庫内を加熱させることに利用するためである。排
出口３５までの道のりが長い程、多くの熱エネルギーが庫内温度の上昇のために寄与する
。
【００３９】
　本実施の形態のスチームコンベンションオーブン１によれば、前面天井部や側面扉側に
おける空気の通り路のための空間部２０を形成する上で、庫内を覆う断熱材は残したまま
とするため、庫内の所定温度を維持するために必要な断熱効果も損なわれることはない。
【００４０】
　また、空間部２０に吸引される空気が前面天井部や側面扉側を空冷するため、従来とは
異なり、スチームコンベンションオーブン１の外側パネル上の当該箇所が高温に熱せられ
なくなる。この結果、前面天井部や側面扉側から発散される熱エネルギーも格段に少なく
なり、厨房内温度が上昇することを防止できる。
　従来のスチームコンベンションオーブンの場合、表面温度は前面で１１０℃、天井部で
１００℃以上であったのに対し、本実施形態のスチームコンベンションオーブン１では、
調理人等が触れる箇所はすべて５０℃以下に抑えることができ、厨房室の壁面に密接して
スチームコンベンションオーブンを配置することも可能になる。このように、本願発明に
より、涼しい厨房機器の実現を確認できる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　スチームコンベンションオーブン
　１３　開閉扉
　２０　空間部
　３５　排気口
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　３６　内側管
　３７　外側管
　４０　排気管

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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